
大阪府学校給食パン及び炊飯指定工場選定要領 

 

１．選定基準 

  指定工場の選定基準は給食会の定める大阪府学校給食パン及び炊飯指定工場選定基準

（以下、「選定基準」という）による。 

 

２．選定の手続 

（１）指定工場の選定を受けようとする者は、給食会へ次に定める書類を各一部ずつ提出 

  するものとする。 

   ① 指定工場選定申請書（パン：様式第 1-1 号、炊飯：様式第 1-2 号） 

              (共通：様式第 1-3 号、様式第 1-4 号、様式第 1-5号) 

   ② 工場代表者の経歴（様式第２号） 

   ③ 食品衛生管理運営要領、及び点検表 

   ④ 食品衛生責任者の保健所への届出書（写） 

   ⑤ 食品衛生法第５２条による許可書（写） 

   ⑥ 工場を所管する保健所等が交付する食品衛生法に基づく行政処分を受けて 

    いないことがわかる証明書等 

   ⑦ 最近１ヶ年の法人税及び法人事業税納付証明書、個人企業にあっては所得税及 

    び個人事業税納付証明書 

   ⑧ 施設附近見取図 Ａ４版縮図 

   ⑨ 施設平面図   Ａ４版縮図 

   ⑩ 製造設備明細図 Ａ４版縮図 

   ⑪ 定 款 

   ⑫ 決算書（直近のもの） 

      ⑬「大阪版食の安全安心認証制度」の認証書（写） 

   ⑭「大阪府暴力団排除条例」に基づく誓約書（様式第３号） 

   ⑮ パン指定工場の申請者にあっては、製造技術担当者２名以上の履歴書及びパン技 

    能検定有資格者の検定合格証書（写） 

 

（２）給食会は、前項により提出された書類を受理したときは、当該施設を調査のうえ選 

  定基準に基づき指定候補工場（以下「候補工場」）とするものとする。 

 

３．候補工場の通知並びに納入学校の決定について 

（１）給食会は、候補工場を関係各市町村教育委員会（国立、府立、私立の学校を含む。

以下「関係各市町村教育委員会等」という。）に対して通知するものとする。 

 



（２）関係各市町村教育委員会等は、前項により通知を受けた候補工場の中から納入を希

望する工場を選択し、当該候補工場に対する納入希望学校及び食数を給食会へ申請する

ものとする。 

 

 (３）給食会は、前項により申請された内容について、各候補工場毎の製造能力、配送能

力、衛生状況及び品質等を勘案して、納入工場を決定し指定工場として認定し、その旨

を申請者へ通知するものとする。また、指定工場へも割り当てた学校・食数を通知する。 

   

（４）指定工場は安定供給を目的として、指定工場で組織された「大阪学校給食パン・米

飯協同組合」（以下：パン組合）へ加入するものとする。 

 

 (５）給食会は、第３項により決定した指定工場との間にパンにおいては委託加工契約、

炊飯においては委託炊飯契約を結ぶものとする。 

 

４．指定書の交付 

    給食会は、認定された工場に対し、指定工場の証として指定書を交付するものとする。 

  

５．指定期限並びに提出書類 

    指定の有効期限は、３年間とする。ただし、指定期限内にあっても下記の書類につ 

 いては毎年提出するものとする。 

  ２．選定の手続（１）による、①・⑥・⑦・⑫・⑭以上５点とする。 

  ただし、①については更新申請書を提出すること。 

 

６．管理基準 

  学校給食パン及び炊飯指定工場の施設設備及び製造基準は給食会の定める「大阪府 

 学校給食パン及び炊飯指定工場管理基準」によるものとする。 

 

７．選定申請内容の変更 

（１）指定工場が、選定申請の内容を変更するときは、事前に変更届（様式第４号）を

給食会へ提出し、承認を得なければならない。 

 

（２）前項の変更において保健所等への届け出が必要な事項にあって、営業許可証の書き

換えがなされたものにあっては書き換えがなされた許可証の写しを添付すること。 

 

（３）前項の書き換えを要しなかった場合にあっては、当該届出を行ったことが明らかに

なる書類(届出書に保健所の受付印が押印されたもの等)を添付すること。 

 



８．割当ての変更について 

  割当て納入学校は、年度途中であっても都合により変更する場合がある。 

 

９．指定の取消 

（１）給食会は、指定工場が次の各号に該当すると認められたときは関係衛生機関並びに 

  関係各市町村教育委員会等の意見を求め、指定期限に関わらず指定を取り消すことが 

  できる。 

   ①委託契約に違反したとき。 

②選定基準に適合しなくなったとき。 

   ③食品衛生法による行政処分が執行されたとき。 

④給食会が指定工場として不適当と認めたとき。 

 

（２）工場が、指定工場の認定を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の３ヶ月

前までに辞退願（様式５号）を給食会へ提出しなければならない。 

 

（３）給食会は、辞退願を受理したときは指定を取り消すとともに、関係各市町村教育委

員会等に指定の取り消しを通知するものとする。 

 

１０．その他の事項 

この要領に記載のない事項については、必要に応じ、関係各市町村教育委員会並びに

その他関係機関等の意見を求め、給食会が決定する。 

  


